
平成２６年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No  ８ 府 省 庁 名   環境省            

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
既存建築物の改修投資促進のための特例措置の創設 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 
【省エネ改修促進のための税制措置】 

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）に基づき、増改築時にエネルギーの効率的利用のため
の措置の届出が義務付けられている床面積 2,000㎡以上のオフィスビル等の建築物を対象に、省エネ改修を促
進するための特例措置を講じる。 

 

 

 

 

関係条文 

 

 ― 

 

減収 

見込額 

［初年度］   ―  （  ―  ）  ［平年度］   ―  （  ―  ） 

［改正増減収額］ ―                            （単位：―百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 省エネ化による既存建築物（非住宅）の改修投資を促進し、既存建築物の性能の抜本的な向上を図り、建

築物からの CO2排出削減を進めるとともに、消費税引上げに伴う大幅な住宅着工戸数の落ち込みによる経済

への悪影響を緩和しつつ、民間建築投資の活性化を図る。 

 

（２）施策の必要性 

2011年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は 13億800万t-CO2、基準年の1990年度比で3.7％の増加。業
務部門の排出量伸び率は 90年比で14.3％の増加であり、他部門と比較して高くなっていることから、既存スト
ックの省エネ改修等、業務部門においてより一層の温暖化対策を進めることが必要。 

 

新築住宅着工戸数は、リーマンショックなどの影響により近年低迷しているものの、平成 24年秋以降は回復
傾向にある。しかしながら、平成 26年４月に予定されている消費税引上げの前後における駆け込み需要及びそ
の反動等による影響により、回復傾向にあった新設住宅着工戸数が再び落ち込み、住宅投資が大幅に減少するお
それがあるため、これによる経済への悪影響を緩和する必要がある。 

また、日本再興戦略（平成 25年６月14日閣議決定）において定められているとおり、「生産設備や事業の新
陳代謝を促す枠組みを構築」するとともに「設備の新陳代謝を進める企業への税制を含めた支援策を検討し、必
要な措置を講ずる」とされたところであり、新たな投資を誘発させることにより、「日本経済を停滞から再生へ
と、そして更なる高みへと飛躍させ、成長軌道へと定着させる」必要がある。 

特に、病院、店舗、旅館やオフィスビル等の不特定多数の者が利用する建築物については、エネルギー需給
の安定化や地球温暖化対策のための省エネルギー化の推進が求められているところであり、こうした既存建築物
の改修を強力に促進していく必要がある。 

住宅着工戸数の落ち込みが懸念される中、「民間投資を拡大」する観点（日本再興戦略）から、既存建築物の
改修投資を促進する本特例措置を講じることにより、既存建築物の性能向上を通じた建築投資の活性化を図り、
日本経済の活性化に資することとする。 

 



本要望に 

対応する 

縮減案 

 

― 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

○日本再興戦略（平成 25年６月14日閣議決定）において、次のとおり位置づけられている。 
・生産設備や事業の新陳代謝を促す枠組みを構築し、思い切った投資型減税で法人負担を軽減す
ること等によって積極姿勢に転じた企業を大胆に支援していく。 

・生産設備の新陳代謝・・を促進する取組を強力に推進し、これに応じて設備の新陳代謝を進め
る企業への税制を含めた支援策を検討し、必要な措置を講ずる。 

・近年エネルギー消費量が著しく増大（石油危機以降 2.5 倍）している家庭・業務部門を中心と
した省エネの最大限の推進を図る。既存住宅・ビルの省エネ改修の促進、トップランナー制度
の適用拡充、ネット・ゼロ・エネルギー化等を図る。 

 
 
（政策評価体系における位置づけ） 
政策目標 1－2 国内における温室効果ガスの排出抑制 

 

政策の 

達成目標 

・設備投資水準（「日本再興戦略」） 

 今後３年の内に設備投資を 2012年度の約 63億円から 10％増加 

 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 

３年間 

同上の期間中

の達成目標 

 

― 

政策目標の 

達成状況 

 

 

― 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

 

・省エネ改修促進のための税制措置：約 2,800件 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 

本措置により事業者のキャッシュフローが改善することから、資金的余裕のない法人につい

て、早期の改修を促す効果があり、省エネ化に資する。また、改修投資が促進されることによ

り、温室効果ガスの排出削減、経済の活性化に寄与することとなる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

・既存建築物の改修投資促進のための特例措置の創設（所得税、法人税） 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

 

建築物省エネ改修等推進事業（平成 26年度予算要求） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

 

上記予算上の措置は、省エネ改修工事を行う際の建築物の所有者等の費用負担の軽減を図るも

のであるが、本税制の活用により事業者のキャッシュフローが改善し、さらなる省エネ改修を

促進することが可能になるものである。 

 

要望の措置の 

妥当性 

 

本特例は、既存建築物の省エネの促進を図るための措置として的確かつ必要最小限な措置で

ある。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

 

― 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

― 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

 

― 

前回要望時の 

達成目標 

 

― 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

― 

 

これまでの要望経緯 

 

 

― 
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